
証券コード 3910
平成27年６月９日

株 主 各 位
大阪市北区中崎西二丁目４番12号 梅田センタービル30Ｆ

　

株式会社 エムケイシステム
　

代表取締役社長 三 宅 登
　

第27回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう

ご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手

数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否

をご表示いただき、平成27年６月23日（火曜日)午後５時45分までに到着するようにご返送くだ

さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年６月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区中崎西二丁目４番12号

梅田センタービル31Ｆ ホワイトホール
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第27期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告及び計算

書類の内容報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申し上げます。

２．ご出席の株主様向けのお土産のご用意はございませんので、予めご了承ください。
３．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.mks.jp/）に掲載させていただきます。
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(添 付 書 類)

事 業 報 告

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

１．会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当事業年度におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により当

初は弱い動きが見られたものの、その後企業部門に改善が見られるなど、景気は緩やかな

回復基調が続いている状況にあります。

　国内の情報サービス業界では、クラウドコンピューティングに代表されるサービス化の

進展の潮流が一層加速する中、当社の主要市場である社会保険労務士市場におきまして

も、政府による行政手続のオンライン利用促進に起因して、業務システムを電子申請機能

を備えたクラウドサービスに移行、新規に導入する事務所が増加する傾向にあります。

　この様な環境下において、当社では主力サービスである「ネットde社労夢」において電

子申請機能のバージョンアップを図り、ユーザの利便性を高めるとともに、既存ユーザに

対して顧客紹介キャンペーン等の販売促進策を講じ、既存市場の新規開拓に取り組んでま

いりました。また、平成26年６月には一般事業会社市場を対象とした社会・労働保険申請

手続管理システム「社労夢Company Edition」を新たにリリースし、新規市場の開拓に取

り組んでまいりました。

　その結果、ASPサービスは、主力の「ネットde社労夢」、「社労夢ハウス」、「ネットde事

務組合」が堅調に推移し、ASPサービスの売上高は562,700千円（前年同期比14.2％増）と

なり、当社の売上高に対するASPサービス売上高の構成比は74.6％と前年度より1.5ポイン

ト上昇し、利益増大に寄与することができました。

　また、システム構築サービスでは、ASPサービスの初期設定費の売上が堅調な伸びを示

すとともに、ソフト売上も好調に推移した結果、システム構築サービスの売上高は87,222

千円（前年同期比15.7％増）となり、クラウドサービス全体の売上高は649,922千円（前

年同期比14.4％増）となりました。

　システム商品販売は、端末機器販売が好調に推移したものの、システム機器等の販売が

伸び悩んだ結果、システム商品販売の売上高は104,103千円（前年同期比1.8％減）となり

ました。

　以上の結果、売上高754,026千円（前年同期比11.9％増）、営業利益214,270千円（前年

同期比17.9％増）、経常利益196,688千円（前年同期比10.5％増）、当期純利益127,528千円

（前年同期比2.9％増）となりました。
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事業の部門別売上高

事 業 別 第26期 売 上 高 第27期 売 上 高

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 568,038 千円 649,922 千円

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス 492,673 562,700

シ ス テ ム 構 築 サ ー ビ ス 75,364 87,222

シ ス テ ム 商 品 販 売 105,964 104,103

合 計 674,002 754,026

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 資金調達の状況

　当事業年度中の新規上場に伴う新株発行により総額325,220千円の資金調達を行いまし

た。

(3) 設備投資の状況

　当事業年度中において実施した設備投資の総額は76,548千円であり、有形固定資産が

52,069千円、無形固定資産が24,479千円であります。

(4) 財産及び損益の状況

区 分 第24期 第25期 第26期
第27期

(当事業年度)

売 上 高 511,333千円 559,686千円 674,002千円 754,026千円

経 常 利 益 40,935千円 118,050千円 177,972千円 196,688千円

当 期 純 利 益 39,297千円 116,420千円 123,959千円 127,528千円

１株当たり当期純利益 4,771.49　円 14,135.52　円 15,030.87　円 294.80　円

総 資 産 288,362千円 368,787千円 572,314千円 989,833千円

純 資 産 35,296千円 151,716千円 292,675千円 745,424千円

(注)１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。

２．当社は平成26年６月27日開催の取締役会において、平成26年７月31日付で普通株式１株につき50

株の割合をもって株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に株式分割が行われたものと

仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。
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(5) 対処すべき課題

　当社の主要事業であるクラウドサービスの更なる拡大を図るために、以下の施策を実施

してまいります。

①次世代ASP商品の開発について

　インターネット運用に適した言語による社労夢ASPシステムの再構築

②人材の育成・確保について

・ソフト開発技術要員の育成と確保

Webに最適な画面設計、データベース設計の技術を有する人材の更なる育成と新規

採用

・サポート要員の育成と確保

ユーザーの幅広い問合せニーズに対応できるサポート要員の更なる育成と新規採用

③一般事業会社等へのソフト拡販について

当社保有ソフトウエア資産（給与計算、就業管理、従業員台帳管理等）の活用によ

る、一般事業会社市場への参入

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。

(6) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

事 業 主 要 サ ー ビ ス

ク ラ ウ ド
サ ー ビ ス

Ａ Ｓ Ｐ
サ ー ビ ス

社会保険労務士事務所向け、社会保険、労働保険、給与計算等の
ASPサービス、及びサポートサービスの提供

システム構築
サ ー ビ ス

ASPサービスを稼働させる為の初期設定、及びカスタマイズサービ
スの提供

シ ス テ ム 商 品 販 売
ASPサービスの稼働に付随した端末機器・他社製品ソフトの販売、
及び給与・労働保険関連帳票等の販売
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(7) 主要な営業所（平成27年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 大阪市北区中崎西二丁目４番12号 梅田センタービル30Ｆ

大 阪 営 業 所 大阪市北区中崎西二丁目４番12号 梅田センタービル30Ｆ

東 京 営 業 所 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー15Ｆ

名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中区栄一丁目22番16号 ミナミ栄ビル８Ｆ

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市中央区大名二丁目11番25号 新栄ビル601号

二 戸 開 発 セ ン タ ー 岩手県二戸市石切所字穴切20番地

(注) １．東京営業所は、平成26年４月に東京都新宿区から港区に移転いたしました。

　 ２．本社及び大阪営業所は、平成27年１月に大阪市北区天満から北区中崎西に移転いたしました。

(8) 従業員の状況（平成27年３月31日現在）

従業員数（人） 前期末比増減数 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

32（5） 1（1） 43.7 8.1

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（臨時従業員）は、最近１年の平均人員を（ ）外数で

記載しております。

(9) 重要な親会社及び子会社の状況

　該当事項はありません。

(10) 主要な借入先及び借入額（平成27年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 76,662千円

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 1,600,000株

(2) 発行済株式の総数 529,800株

(3) 株主数 660名

(4) 大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

三 宅 登 169,750株 32.04％

エムケイシステム従業員持株会 62,200 11.74

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 22,300 4.21

朝 倉 嘉 嗣 15,000 2.83

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 14,400 2.72

中 村 一 三 14,000 2.64

株式会社日本自動調節器製作所 10,000 1.89

宮 本 妙 子 9,650 1.82

内 野 恒 樹 6,000 1.13

松 井 証 券 株 式 会 社 4,800 0.91
　

(注) 自己株式は所有しておりません。
　

(5) その他株式に関する重要な事項

① 平成26年７月31日付で１株に対し50株の割合で株式分割を行ったことにより、発行済株

式の総数が420,224株増加しております。

② 平成27年３月16日を払込期日とする公募による新株式の発行により、発行済株式の総数

80,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ128,800千円増加しております。

③ 平成27年３月27日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに

関する第三者割当による新株式の発行により、発行済株式の総数21,000株、資本金及び

資本準備金がそれぞれ33,810千円増加しております。
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３．当社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の

内容の概要

名 称 第２回新株予約権

新株予約権の数 120個

保有人数
　 当社取締役 ４名

新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 6,000株

新株予約権の発行価額 無償

新株予約権の行使に際して出資される財産
の価額

新株予約権１個当たり 50,000円

　 (１株当たり 1,000円)

新株予約権の行使期間 平成28年３月21日から平成33年３月20日まで

新株予約権の主な行使条件 ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締
役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す
る。ただし、新株予約権者が任期満了を理由に当社
の取締役を退任した場合、または、新株予約権者が
定年を理由に当社を退職した場合により退任・退職
した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約
権者に書面で通知したときは、引続き新株予約権を
退任・退職後1年間行使することができる。

②新株予約権者は、新株予約権の割当後、権利行使時
までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、
当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受け
ていないこと、及び当社指定の書面により新株予約
権の全部または一部を破棄する旨を申し出ていない
ことを要する。

③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認
めない。

　

(注) 平成26年６月27日開催の取締役会決議により、平成26年７月31日付で当社普通株式1株を50株

に分割しております。上表の「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に記載の株式数は

分割後の株式数に換算して記載しております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の内容の概要

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 三 宅 登

取 締 役 朝 倉 嘉 嗣 経営企画室長

取 締 役 中 村 一 三 技術一部長

取 締 役 宮 本 妙 子 管理部長

取 締 役 荒 木 正 暢 技術二部長

監 査 役（常 勤) 佐 藤 勝 義

監 査 役 野 村 公 平
野村総合法律事務所代表
アルインコ株式会社社外監査役

監 査 役 石 川 勝 啓 石川勝啓税理士事務所代表

(注) １．監査役野村公平氏及び石川勝啓氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．監査役石川勝啓氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。

３．当事業年度の監査役の異動は次のとおりであります。

(1) 平成26年６月27日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって、監査役内野恒樹氏は任期

満了により退任いたしました。

(2) 平成26年６月27日開催の第26回定時株主総会において、監査役に佐藤勝義氏が新たに選任

され、就任いたしました。

４．当社は、監査役野村公平氏及び石川勝啓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

　 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員（ 名 ） 報酬等の総額（千円）

取 締 役
（うち社外取締役）

5
　 (-）

52,440
（-）

監 査 役
（うち社外監査役）

4
（2）

8,460
（2,160）

合 計
（うち社外役員）

9
（2）

60,900
（2,160）

(注) １．上記には、平成26年６月27日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名

を含んでおります。

２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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３．取締役の報酬限度額は、平成20年６月16日開催の株主総会決議において年額100百万円以内（た

だし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成20年６月16日開催の株主総会決議において年額20百万円以内と決

議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

社外監査役の重要な兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その

他利害関係はありません。

② 社外役員の主な活動状況

区分 氏 名 主 な 活 動 状 況

監 査 役 野 村 公 平
当事業年度内にて開催した取締役会17回及び監査役会18回のうち、
すべてに出席して、必要に応じ、弁護士としての経験及び専門的
見地から、当社の法務を中心に幅広く発言を行っております。

監 査 役 石 川 勝 啓

当事業年度内にて開催した取締役会17回及び監査役会18回のうち、
すべてに出席して、必要に応じ、税理士としての経験及び専門的
見地から、当社の財務及び会計を中心に幅広く発言を行っており
ます。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外監査役との間で責任限

定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条

第１項に規定する最低責任限度額としております。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　

報酬等の額（千円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 7,700

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 8,700

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係

る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

当社が会計監査人に対して報酬を払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作

成業務に対するものであります。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任

又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会

が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

６．業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①「企業倫理規程」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を規定

し、法令・定款及び社会規範を遵守するよう啓蒙・教育活動を推進する。

②代表取締役社長は、コンプライアンス総括責任者として管理部長を任命し、管理部におい

て、コンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたる。
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③内部通報制度として、管理部長、常勤監査役、顧問弁護士を通報窓口とする体制を構築

し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。通報者は不利益な扱いを受けない。

④監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行状況を監査

する。法令及び定款に適合しない又はその恐れがあると判断したときは取締役会で意見を

述べ、状況によりその行為の差止めを請求できる。

⑤内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、取締役及び使用人の法令・定款及び社内

規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施

し、代表取締役社長にその結果を報告する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①株主総会及び取締役会の議事、その他重要な情報については、法令及び「文書管理規程」

他の諸規程に基づき、適切に記録し、定められた期間保存する。

②代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理について、管理部長を総

括責任者として任命する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理に関し、必要な規程及びマニュアルを整備し、横断的な会合を行なうことで、

リスクの早期発見と未然防止を図る。

②代表取締役社長は、リスク管理体制を明確化するため、経営企画室長をリスク管理に関す

る総括責任者として任命する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、「取締役会規程」に基づき、月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨

時取締役会を招集し、法定事項・重要事項の決議及び業務執行状況の報告を行う。

②「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等、各種社内規程を整備し、権限委譲及び

責任の明確化を図り、効率的かつ適正な職務の執行が行われる体制を構築する。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　現在、当社に子会社等は存在しないが、将来において子会社等を設立する場合には、企
業集団全体で内部統制の徹底を図るべく以下の体制を整備する。

①子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

④子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項
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①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議
のうえ、内部監査担当の使用人を監査役を補助すべき使用人として指名することができ
る。

②補助すべき使用人の任命、解任、人事異動等については、監査役会の同意を得たうえで決
定することとする。

③指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に移譲
されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①監査役は、必要に応じていつでも、取締役会及びその他重要と思われる会議に出席し、取
締役等からその職務の執行状況を聴取する。

②監査役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用
人に報告を求めることとする。

③監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保する体制とする。

(8) 監査役の職務の遂行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の遂行
について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたとき
は、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま
たは債務を処理するものとする。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、毎月１回以上監査役会を開催し、監査役間の情報交換・協議を行うことによ
り、監査の実効性を高める。

②監査役は、代表取締役社長、監査法人、内部監査担当者と定期的に会合を持ち、それぞれ
意見交換を行うことにより監査の実効性を高める。

(10) 財務報告の適正性を確保するための体制
　財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を
強化し、その運用体制を構築する。

(11) 反社会的勢力排除に向けた体制
　反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力との取引を一切遮断するとともに、
反社会的勢力からの被害を防止する体制とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本報告書中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(平成27年３月31日現在)

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 832,708 流 動 負 債 172,068

現 金 及 び 預 金 690,774 買 掛 金 2,353

売 掛 金 124,910 一年以内返済予定の長期借入金 20,004

商 品 3,727 リ ー ス 債 務 7,179

貯 蔵 品 308 未 払 金 40,045

前 払 費 用 3,059 未 払 消 費 税 等 18,776

繰 延 税 金 資 産 10,384 未 払 費 用 11,605

そ の 他 88 未 払 法 人 税 等 55,317

貸 倒 引 当 金 △545 前 受 金 95

固 定 資 産 157,124 預 り 金 1,470

有 形 固 定 資 産 95,815 賞 与 引 当 金 15,219

建 物 24,781 固 定 負 債 72,339

車 両 運 搬 具 0 長 期 借 入 金 56,658

工 具、 器 具 及 び 備 品 34,128 リ ー ス 債 務 15,681

土 地 16,284 負 債 合 計 244,408

リ ー ス 資 産 20,620 純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産 30,796 株 主 資 本 745,424

ソ フ ト ウ エ ア 28,148 資 本 金 212,610

ソフトウエア仮勘定 1,730 資 本 剰 余 金 191,790

電 話 加 入 権 917 資 本 準 備 金 179,610

投資その他の資産 30,512 そ の 他 資 本 剰 余 金 12,180

出 資 金 70 利 益 剰 余 金 341,024

差 入 保 証 金 29,838 そ の 他 利 益 剰 余 金 341,024

繰 延 税 金 資 産 505 繰 越 利 益 剰 余 金 341,024

そ の 他 98 純 資 産 合 計 745,424

資 産 合 計 989,833 負 債 ・ 純 資 産 合 計 989,833

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 754,026

売 上 原 価 217,074

売 上 総 利 益 536,951

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 322,681

営 業 利 益 214,270

営 業 外 収 益

受 取 利 息 39

受 取 配 当 金 1

助 成 金 収 入 120

雑 収 入 318 478

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,000

株 式 公 開 費 用 11,054

株 式 交 付 費 4,927

雑 損 失 78 18,060

経 常 利 益 196,688

特 別 利 益

移 転 補 償 金 22,000 22,000

特 別 損 失

本 社 移 転 費 用 3,067

訴 訟 和 解 金 9,295 12,363

税 引 前 当 期 純 利 益 206,325

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 81,340

法 人 税 等 調 整 額 △2,544 78,796

当 期 純 利 益 127,528

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

（単位：千円）

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利益剰余金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 50,000 17,000 12,180 29,180 213,495 292,675 292,675

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 162,610 162,610 162,610 325,220 325,220

当 期 純 利 益 127,528 127,528 127,528

当 期 変 動 額 合 計 162,610 162,610 － 162,610 127,528 452,748 452,748

当 期 末 残 高 212,610 179,610 12,180 191,790 341,024 745,424 745,424

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
　
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。

　
２．固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～50年

車両運搬具 ２～３年

工具、器具及び備品 ３～８年

②無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについては５年、販売用ソフトウエアについては３年の定額法

により償却しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　
３．引当金の計上基準

①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

４．繰延資産の計上方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

　
５．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 92,954千円
　

Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式(株) 8,576 521,224 － 529,800

　(変動事由の概要)
　 平成26年７月31日付株式分割(１株を50株に分割)による増加 420,224株
　 平成27年３月16日付公募増資による新株の発行 80,000株
　 平成27年３月27日付第三者割当増資による新株の発行 21,000株

２．剰余金の配当に関する事項
　 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成27年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 26,490千円 50円 平成27年３月31日 平成27年６月25日

Ⅳ．税効果会計に関する注記
　 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 4,464千円
賞与引当金 5,025千円
未払費用 714千円
貸倒引当金超過額 179千円
減価償却超過額 506千円
その他 210千円

繰延税金資産小計 11,101千円
評価性引当額 △210千円

繰延税金資産合計 10,890千円

繰延税金資産合計は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。
流動資産―繰延税金資産 10,384千円
固定資産―繰延税金資産 505千円
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Ⅴ．金融商品に関する注記
１．当社は、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を

投入し、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また、資金運用については、
短期的な預金等に限定しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク軽減を図っております。
なお、平成20年８月度定例取締役会にて、有価証券及びデリバティブ取引に代表される変
動リスクのある商品には投資を行わないと決議しております。

　
※金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる
ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含

まれておりません。

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 690,774 690,774 －

(2) 売掛金 124,910 124,910 －

資 産 計 815,685 815,685 －

(1) 買掛金 2,353 2,353 －

(2) 未払金 40,045 40,045 －

(3) 未払費用 11,605 11,605 －

(4) 未払消費税等 18,776 18,776 －

(5) 未払法人税等 55,317 55,317 －

(6) 長期借入金(※) 76,662 76,329 △332

(7) リース債務(※) 22,861 22,463 △398

負 債 計 227,622 226,891 △731

(※)１年内返済予定のものを含んでおります。

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月26日 19時23分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



（注１）金融商品の時価の算定方法

資 産

(1)現金及び預金、(2)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

　

負 債

(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払費用、(4)未払消費税等、(5)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(6)長期借入金

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(7)リース債務

元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に

よっております。

　
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

差入保証金 29,838

差入保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどがで

きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

　
（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内（千円） １年超（千円）

現金及び預金 690,774 －

売 掛 金 124,910 －

　

（注４）長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

長期借入金 20,004 56,658 － －

リース債務 7,179 15,681 － －
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Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記

　 該当事項はありません。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,406円99銭

２．１株当たり当期純利益 294円80銭
（注）当社は平成26年６月27日開催の取締役会により、平成26年７月31日を効力発生日として、普通株

式１株につき50株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定し、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月８日

株式会社エムケイシステム

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 柳 承煥 ㊞

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 宮内 威 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エムケイシステムの平成26年４月
１日から平成27年３月31日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第27期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査担当その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査担当等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当
該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

二 取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成27年５月11日
株式会社エムケイシステム 監査役会

常勤監査役 佐 藤 勝 義 ㊞

社外監査役 野 村 公 平 ㊞

社外監査役 石 川 勝 啓 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、株主の皆様への安定的な利益還元を重視するととも

に、当事業年度の業績及び財政状態等を総合的に勘案し、以下のとおり当期の期末配当

をさせていただきたいと存じます。

　１．配当財産の種類

　 金銭といたします。

　２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式１株につき金50円

　 総額 26,490,000円

　３．剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成27年６月25日
　

第２号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事

業目的を追加するものであります。

２．変更の内容

　 変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

　 １．〜５． （条文省略）

　 （新 設）

　

　

　 ６． （条文省略）

（目的）

第２条 （現行どおり）

　

　 １．〜５． （現行どおり）

６．各種情報の収集、保管、セキュリティに関す

るコンサルティング、業務支援、業務仲介サ

ービス

　 ７． （現行どおり）
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第３号議案 取締役６名選任の件

本株主総会終結の時をもって取締役全員（５名）が任期満了となります。

つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る

ため社外取締役１名を増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所有する

当社の株式数

１
三　宅
み やけ

　 登
のぼる

（昭和30年２月26日生）

昭和55年４月 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東

芝ソリューション販売株式会社)入社
169,750株

平成２年４月 当社入社

平成３年３月 当社代表取締役社長（現任）

２
朝　倉　嘉　嗣
あさ くら よし つぐ

（昭和20年８月８日生）

平成14年４月 東芝関西アイエス株式会社代表取締役社長

15,000株

平成16年４月 関東東芝情報機器システム株式会社代表取

締役社長
平成17年９月 当社取締役

平成21年４月 当社取締役経営企画室長（現任）

３
中　村　一　三
なか むら いち ぞう

（昭和23年12月12日生）

昭和57年10月 日本総合システム株式会社入社

14,000株

平成12年４月 株式会社ヒューマック常務取締役

平成16年10月 当社入社

平成17年４月 当社取締役技術部長

平成21年４月 当社取締役技術一部長（現任）

４
宮　本　妙　子
みや もと たえ こ

（昭和36年５月25日生）

昭和56年４月 株式会社河合楽器製作所入社

9,650株

昭和59年７月 株式会社大阪トスバック(現 東芝ソリュー

ション販売株式会社)入社

平成２年10月 当社入社

平成18年10月 当社取締役管理部長（現任）

５
荒　木　正　暢
あら き まさ のぶ

（昭和39年11月９日生）

平成元年４月 日本エス・イー株式会社(現 ネクストウェ

ア株式会社)入社
4,000株

平成20年７月 当社入社

平成21年６月 当社取締役技術二部長（現任）

６
※

野　村　公　平
の むら こう へい

（昭和23年５月12日生）

昭和52年４月 西川・野村法律事務所

（現 野村総合法律事務所）設立（現任）

―平成11年４月 大阪弁護士会副会長

平成16年６月 アルインコ株式会社社外監査役（現任）

平成19年２月 当社社外監査役（現任）

（注）１．※は新任の取締役候補者であります。

　 ２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．取締役候補者野村公平氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
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４．野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験、及び上場企業の社外監査役としての

経験を有しており、当社社外監査役在任期間においては独立した立場から活発な意見を述べ、その

職責を十分に果たしていただいております。同氏は当社の業務内容に精通しており、今後は経営陣

の一員として当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによ

りコーポレート・ガバナンスの更なる強化に寄与いただくため、社外取締役として選任をお願いす

るものであります。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関

与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけ

るものと判断しております。また、同氏が当社社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の

時をもって８年４ヶ月であります。

５．野村公平氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結する予定であります。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役野村公平氏は、本株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選

任をお願いするものであります。

なお、渡部靖彦氏は野村公平氏の補欠として選任されることとなりましたので、その任

期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する

当社の株式数

渡
わたな

　部　靖　彦
べ やす ひこ

（昭和27年７月25日生）

昭和50年12月 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所

―

昭和57年８月 公認会計士登録

平成20年７月 監査法人浩陽会計社代表社員

平成23年６月 ペガサス監査法人（現 ひびき監査法人）

パートナー(現任)

平成25年６月 株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現

任）

（注）１．監査役候補者渡部靖彦氏は、新任の監査役候補者であります。

２．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．渡部靖彦氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として届け出る予定であります。

４．渡部靖彦氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験、及び上場企業の社外監査役として

の経験を有しており、同氏の有する高い専門的な知見により、社外監査役として、経営の監視や適

切な助言その他の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願い

するものであります。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に

関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただ

けるものと判断しております。
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５．渡部靖彦氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結する予定であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
　

会 場：大阪市北区中崎西二丁目４番12号 梅田センタービル31Ｆ ホワイトホール
　

　
交通のご案内：阪急梅田駅より徒歩６分
　 地下鉄梅田駅・東梅田駅より徒歩６分
　 ＪＲ大阪駅より徒歩９分
　 阪神梅田駅より徒歩９分

※当日は、本総会専用の駐車場・駐輪場のご用意ができませんので、公共の交通機関をご利用

くださいますようお願い申し上げます。
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